
ＵＳＳ札幌会場 車台番号不鮮明コーナー規程 

 

第 1 条（目的）  

本規定は，ＵＳＳオートオークション規則第３１条２項に基づき，車台番号不鮮明車

を対象とするオークションである車台番号不鮮明コーナー（以下，「当コーナー」とい

う。）の利用について定める。 

 

第 2 条（出品条件）  

１．当コーナーに出品が認められる車両は，下記の条件を全て満たさなければならない。 

① 一時抹消登録済みの譲渡書類を添付できる車両 

② 構内において自走できる車両 

③ 当社が指定した誓約書を添付できる車両 

④ 出品票の注意事項欄に車台番号不鮮明の旨を明記された車両 

⑤ 盗難品，遺失物，抵当権設定済みでない車両，第三者から権利を主張されるおそれ

がない車両 

⑥ 現状で燃料，オイル及びクーラントその他の車両の保管場所の環境を悪化させる液

体類の漏れのない車両 

⑦ 管理上危険を伴わない車両 

２．前項の条件を満たす車両であっても，当社は，車台番号を故意に欠損させ又は改ざんし

たと当社が判断した車両，主要部品等が取り外された車両，損壊箇所が大きい車両その

他の当社が出品車両としてふさわしくないと判断した車両の出品を認めないことがで

きる。 

３．車両の出品が認められなかった場合，当社は，出品店が出品のために要した陸送費等の

費用について一切負担しない。 

 

第 3 条（車両検査） 

１．当社は，本規程に基づく出品車両について，USS オートオークション規則第 42 条に定

める評価点設定を目的とした検査を行わない。 

２．当社は，当コーナーの出品車両に対し，評価点を設定しない。 

 

第 4 条（クレームの内容） 

１．落札店は，別表記載のクレーム内容に該当する場合に限り，当社を通じて契約解除ま

たは代金減額請求ができる。 

２．前項の規定にかかわらず，当社が契約解除，代金減額請求が相当でないと判断した場

合，落札店は，契約解除，代金減額請求，またはその両方をすることができない。 

３．機関・機構上の不具合，欠品についてはクレーム事由に該当しない。 



第 5 条（受付期限） 

１．当コーナーのクレームに関する受付期限は，別表記載の受付期限のとおりとする。 

２．前項の規定にかかわらず，別表記載の受付期限が「開催日を含む５日以内」となって

いる場合，落札店が遠方の会員（各会場により定める地域）については，オークショ

ン開催日を含む５日以内または落札車両到着日の翌営業日１７時までを受付期限とす

る。ただし，クレームの申立てが翌オークション開催日以降になる場合は，当社に対

しその旨を事前申告することを要する。 

 

第７条（損害賠償等） 

１．第 4 条により契約が解除された場合，出品店は落札店に対して，落札店が被った別表

記載の損害の賠償をするとともに，別表記載のペナルティを支払うものとする。 

２．前項の加修費に係る損害賠償額は，落札車両代金額を上限とし，中古部品を参考に当社

が認めたものに限る。ただし，他に流用が可能であると当社が認めた部品（AW，エア

ロパーツ等）については，加修費から除く。 

 

第８条（その他 USS が認める欠陥） 

別表記載のクレーム内容に該当しない場合でも，落札車両に重大な欠陥等があると当社

が認めた場合，落札店は，当社の判断により代金減額請求または契約解除をすることがで

きる。この場合，当社は，別途に受付期限及び損害賠償の基準を定めることができるもの

とする。 

 

第 9 条（その他） 

本規程に記載がない内容については，USS オートオークション規則及び諸規程に従う。 

ただし，当コーナーの性質が許さないときはこの限りではない。 

 

2023 年 5 月 1 日施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表】 

 クレーム内容 クレーム受付期限 ペナルティ 損害賠償の基準 

1 

移転登録書類の全部または

一部の引渡がオークション

開催日を含む 1か月以上遅延

した車両 

出品店が契約 

解除の通知を 

するまで 

キャンセル 

ペナルティ 

10万円 

 

書 類 遅 延     

ペナルティ 

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

2 

盗難・車台ナンバー改ざん等

により完全な所有権の移転

ができない車両（盗難車等を

理由として車両または譲渡

書類が裁判所の保全決定，刑

事事件の証拠として差押押

収された場合，出品店へ車両

または譲渡書類の返還なし

に契約を解除することがで

きる） 

無期限 5万円 

 

落札車両代金（落札店か

らの申告がオークション

開催日を含む 6か月を超

えている場合は，ＵＳＳ

オートオークションにお

ける相場価格による） 

落札店までの往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

名義変更に掛かる実費 

3 

担保設定等により完全な所

有権の移転ができない場合

で，当該担保等を申告があっ

た日を含む 1か月以内に出品

店がそれを抹消できない車

両 

開催日を含む 

6か月以内 

 

キャンセル 

ペナルティ 

5万円 

 

遅延ペナル

ティ 

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

4 

リサイクル法における引取

り報告，交通違反等により所

有権の移転または車検の取

得ができない場合で，出品店

が申告のあった日を含む 1か

月以内に瑕疵の治癒ができ

ない車両 

落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

名義変更に掛かる実費 

5 

接合車 開催日を含む 

1か月以内 

5万円 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

名義変更に掛かる実費 

 



 クレーム内容 クレーム受付期限 ペナルティ 損害賠償の基準 

6 

・メーター改ざん車両 

・純正メーター交換により走

行距離が変わる車両 

・桁数の不足によりメーター

が１周以上し走行距離が変

わる車両 

開催日を含む 6 か

月以内，ただし，譲

渡書類等，出品店

より提出されたも

のから判明する場

合は到着日を含む

1か月以内 

5万円 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

名義変更に掛かる実費 

規格外メータ

ーに交換され

ている車両 

走行距離が

変わる 

開催日を含む 

1か月以内 

5万円 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

名義変更に掛かる実費 

走行距離が

変わらない 

なし 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

社外メーター

が取り付けら

れている車両 

走行距離が

変わる 

2万 5千円 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 走行距離が

変わらない 

なし 

トラック等のキャビン交換

により走行距離が変わる車

両 

2万 5千円 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

・メーター交換申告の相違 

・走行不明申告の相違 

譲渡書類 

到着日を含む 

1か月以内 

なし 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

名義変更に掛かる実費 

7 

・型式，排気量の相違 

・初度登録年の相違 

・グレードの相違 

・準グレード（限定車，記念

車，パッケージ等）の相違 

・並行輸入車の申告漏れ 

・乗車定員の申告相違 

・積載量の申告相違 

 

 

譲渡書類 

到着日を含む 

5日以内 

なし 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 



 クレーム内容 クレーム受付期限 ペナルティ 損害賠償の基準 

8 

・新車整備手帳の欠品（ただ

し，メーカーによる保証期間

を過ぎているものは除く） 

・特殊用途車の申告漏れ 

・登録遅れ車（輸入車は除く） 

 

譲渡書類 

到着日を含む 

5日以内 

なし 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

9 

・シフト，ハンドル位置，駆

動方式等の仕様の相違 

・車名の相違 

・後期モデル申告の相違 

・輸入車用年式申告の相違

（モデル年式をあらわさな

いメーカーについては，ＵＳ

Ｓが妥当でないと認めたも

の） 

・軽自動車の普通車再登録の

申告漏れ 

開催日を含む 

5日以内 

なし 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

10 

・シフトの改造（乗せ替え） 

・エンジン規格外 

・エンジン型式の打刻欠損 

開催日を含む 

1か月以内 

なし 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

加修費 

11 

・車歴の相違（ワンオーナー

を含む，ただしキャブオーバ

ー形状のトラックおよび乗

車定員 11 人以上のバスにお

ける事業用・レンタカーの申

告漏れは除く） 

・輸出歴車の申告漏れ 

譲渡書類到着日を

含む 10日以内。た

だし，譲渡書類等，

出品店より提出さ

れたものから判明

する場合は到着日

を含む 5日以内 

 

なし 落札車両代金 

落札店迄の往復陸送代 

落札手数料相当額 

 

 


